
令和 5 年 12 月 22 日 
保護者の皆様へ 

廿日市市立津田小学校 

校 ⾧  小 林  伸 二 
 

津田小学校「生徒指導規程」の見直しについて（経過報告） 

 
師走の候，ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は本校教育活動に対し，格別のご高配とご理解を賜り，厚く御礼申し上げます。 

さて，標題にもある「生徒指導規程」の見直しの件ですが，２学期には保護者の皆様より多くのご意見を頂戴
し，誠にありがとうございます。 

今回は，皆さんから頂戴したご意見と，その後の学校の取組の状況，そして今後の方針についてお伝えいたし

ます。 
 

１ 保護者の皆様から頂戴したご意見 

 （１）靴について 
・もっと自由にしてほしい。（特に「白い」くつ指導に意味がある様に思えない。） 

・シューズの色は白色でなくてもいいのではないか。学校用の白とふつう用とを成⾧期の中で買い替える

のはもったいないと感じる。 
・靴は白じゃなくてよい。経済的によくない。 

・真っ白のくつはやめてほしい。探すのが大変だから。前は黒でもよかったし，くつは何色でもいいと思

う。 
・シューズを黒も OK にしてほしい。選択肢が少ないため。購入するとき困る。 

（２）髪型について 

  ・男子の極端な刈り上げとはどんな髪型か。耳まわりをすっきりさせることは悪いことなのでしょうか。 
  ・髪が極端に⾧かったり，邪魔になるような⾧さでない限りは，結ばなくてもいいのではないか。（結ぶ

と子供が頭痛を訴える） 

  ・制服はジェンダーフリーなのに，髪型は男らしく，女らしくはおかしい。自由であるべき。 
（３）服装について 

  ・服装，もっと自由にしてほしい。（特に色指定のジャージやズボンの指導に意味がある様に思えない。） 

  ・セーター・ベストの他に無地のトレーナー（スウェット生地）が選べるようにしてほしい。 
  ・体操服の上に着れるジャージがあるとよい。 

  ・服装規程の「ズボン・スカート」のところに「男女問わず」と明記してあるとよい。 

（４）その他 
  ・学校に置いていいものを，年度初めにリストにして配布してほしい。 

  ・教科書・ノートを必要な物だけ持って帰るようにしてほしい。（国語と算数も家では使わないので置い

ておきたい。） 
  ・学校外で，子どもだけでコンビニに入店することを制限してほしい。 

 

 
 



２ 児童からの意見 
 （１）靴について 

・靴の色を自由にしてほしい。・体育館シューズがあるといい。 

（２）髪型について 
  ・ツーブロックをしていいことにする。・好きな髪形にしてよい。 

（３）服装について 

  ・服を自由にしてほしい。・体操服は⾧ズボンでもよい。・体育用の冬用ジャージがあるとよい。 
（４）その他 

  ・シャープペンシルを許可してほしい。・ランドセルじゃなくてもよい。 

・使えない遊具を直してほしい。・大休憩を延ばしてほしい。・廊下を走ってもよい。 
  ・休憩時間に体育館を使いたい。・自転車登校させてほしい。 

 

３ ご意見を頂戴した後の学校の取組 
  随分，お時間を頂戴しており恐縮ですが，次のような流れで対応して参りました。 

 

 
 

   

   
   

 

 
 

 

 
 

 

４ 今後の方針 
  今後は次の４つの方針で「生徒指導規程」を見直し，保護者の皆様，児童，学校運営協議会の皆様に新し

い「生徒指導規程（案）」を 3 学期早々にはご提示させていただきます。 

  （１）髪型の規定を無くす。 
  （２）靴などの色規定を無くす。 

  （３）寒い時，上に羽織るもの等については規定から外す。※ただし児童の安全を担保できる範囲 

  （４）他，合理的でない規定（児童に説明がつかないもの等）は改正していく。 
   今回の生徒指導規程の見直しに際しては，⾧い時間をかけており，たいへん恐縮しております。 

   ただ保護者の皆様の多くのご意見，児童からの様々な考えを得て，地域に根差す津田小学校として，児童

の規範意識を育むための教育活動ができたことは，たいへんありがたく存じております。 
   今後も，多くの皆様のご意見を尊重しながら明治から続く津田小学校の，令和の時代に応じた教育活動の

推進を心がけてまいります。どうぞ宜しくお願い致します。 

 
学校⾧  小林 伸二（直筆）  

各学級にて児童からの 
対応策の意見集約 

学校運営協議会での現状報告 

PTA 常任委員会での現状報告 
とあらかたの方向性の報告 

頂いたご意見の集約 

校内担当者（生徒指導部） 
による対応の原案作成 管理職との協議及び 

管理職による承認 


